
    

No. ⑤-33  R６ 補 正 予 算 額 2,700 百万円 

事業名 韓国・中国等外国漁船操業対策事業 府省庁名 水産庁 

概 要 

外国漁船による無秩序な操業は、我が国周辺水域における水産資源管理の取組や円滑

な漁場利用を行う上で、大きな障害となっている。 

このため、外国漁船の影響を受けている漁場の機能回復や漁業者の経営安定・被害救

済のための対策を支援。 

支援対象 漁協等 補助率 定額、1/2、2/5、1/3 以内 

対象事業 

外国漁船の影響を受けている漁場の機能回復や漁業者の経営安定・被害救済のための対

策を支援。 

（１）漁場機能回復管理協力 

外国漁船の投棄漁具等の回収・処分等への支援 

（２）漁業経営安定化支援等 

緊急避泊する外国漁船による漁具や施設の被害を軽減するための監視活動等へ

の支援 

（３）外国漁船被害救済支援 

外国漁船の操業状況調査・監視、外国漁船による漁具・施設被害の復旧支援等へ

の支援 

 

支援内容 

（１）定額 

（２）定額、1/2、2/5、1/3 以内 

（３）定額、1/2 以内 

 

離島での 
実績 

R6 年度の実績は集計中 

備 考 予算額は令和６年度補正予算額を計上。基金により事業を執行。 

担当部署 水産庁資源管理部管理調整課 

連絡先 03－3502－8469 

参照 HP https://www.maff.go.jp/j/budget/pdf/r6hosei_pr52.pdf  

 


